
令 和 ６ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ）  

（厚生労働省保険局保険課） 

項 目 名 
後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕
組みの導入に伴う支払基金の業務に係る非課税措置の継続 

税 目 印紙税 

要
望
の
内
容 

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一

部を改正する法律（令和５年法律第 31号）により、健康保険法（大正 11年法

律第 70号）等の改正を行い、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費

用の一部を支援する仕組みを導入することとしている。今般、当該仕組みに関

する支払基金の業務（後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、

保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交

付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務）について、印紙税法（昭和 42

年法律第 23号）第５条に基づく非課税措置を講じる。 

 

＜関係条文＞ 

健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 101条、第 152条の２ 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）第 124 条の２第１

項、第 124条の４第１項、第 124条の５、第 139条第１項第３号 

印紙税法（昭和 42年法律第 23号）第５条第１項第３号、別表第三 

 

 

 平年度の減収見込額 －   百万円 

(制度自体の減収額) (  －  百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (  －  百万円) 
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴  政策目的 

医療保険制度では、出産に要する経済的負担を軽減するため、健康保険法

第 101 条等に基づき出産育児一時金を支給しており、平均的な標準費用を全
て賄えるよう、令和５年４月より、支給額を 42 万円から 50 万円に大幅に増
額したところである。 

本格的な少子高齢化・人口減少時代を迎える中、子育てを社会全体で支援
する観点から、出産育児一時金の増額と併せて、令和５年通常国会において
成立した全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険
法等の一部を改正する法律による改正後の健康保険法等に基づき、令和６年
４月より、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援
する仕組みを導入することとしている。 

これに伴い、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）
第 139 条第１項において、社会保険診療報酬支払基金の業務として、「後期
高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係

事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対して出産育児交付金を交付する業務
並びにこれに付帯する業務」を新たに位置づけることとしている。 

 

⑵  施策の必要性 

印紙税法別表第三においては、社会保険診療報酬支払基金が作成した「高
齢者の医療の確保に関する法律第 139 条第１項各号（支払基金の業務）に掲
げる業務に関する文書」については、印紙税を課さないこととされており、
当該事務についても同様に印紙税を課さないこととする必要がある。 

 

今
回
の
要
望
（
租
税
特
別
措
置
）
に
関
連
す
る
事
項 

合 

理 

性 
政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

基本目標Ⅰ 安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健
康づくりを推進すること 
 
施策大目標 10 全国民に必要な医療を保障できる安定的・効

率的な医療保険制度を構築すること 
 
施策目標 10-１ データヘルスの推進による保険者機能の強化

等により適正かつ安定的・効率的な医療 保険制度を構築するこ
と 
 
施策目標 10-２ 生活習慣病対策等により中長期的な医療費の

適正化を図ること 

政 策 の 

達成目標 
出産育児一時金の支給を通じて、妊婦が安心・安全に出産で

きる環境整備を図る。 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 － 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 － 

政策目標の

達 成 状 況 

 
 
 － 
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有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

 － 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 － 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税 

制上の措置 

 － 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 － 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 － 

要望の措置 

の 妥 当 性 
 － 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 － 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 － 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 － 

前回要望時 

の達成目標 
 － 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 － 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
－ 
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